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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

保健福祉部　障がい福祉課 

 
許認可等の内容 障がい者等訪問入浴サービス事業利用の決定

 
根拠法令等及び条項 栃木市障がい者等訪問入浴サービス事業実施要綱第６条

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 未設定

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 ３０日

 

審

査

基

準

根拠条項
栃木市障がい者等訪問入浴サービス事業実施要綱第４条、第５条及び第

６条

 
参考事項

 
設定等年月日

平成２６年　３月２９日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 【　基　準　】

 1　対象者 

　支援の対象者は、市内に居住する障がい者等で、次のいずれかに該当するものとする。 

(1)　医学的な理由により、外出及び通所施設の利用が制限されている者 

(2)　身体、家族及び住宅設備等の理由により、自宅において入浴することが困難であ

る者 

(3)　前２号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者 

２　利用申請　 

　　訪問入浴サービス事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス利用申請書（別

記様式第１号）及び訪問入浴サービス用かかりつけ医診断書（別記様式第２号）を市

長に提出するものとする。 

３　利用の決定等 

　　市長は、訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、訪問調査の上、利用の可

否を決定し、訪問入浴サービス利用決定（却下）通知書（別記様式第３号）により申

請者に通知するものとする。

 


